
行財政改革特別委員会会議録

平成２２年１月２８日

場 所 第３委員会室
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平成22年１月28日（木曜日）

午前10時２分開会

会議に付した案件

○概要説明

総務部

１．「新宮崎県公社等改革指針」の策定に

ついて

○協議事項

１．「出資法人への関与事項を定める条例

（仮称）」について

２．委員会報告書骨子（案）について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 丸 山 裕次郎

副 委 員 長 武 井 俊 輔

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 福 田 作 弥

委 員 星 原 透

委 員 河 野 安 幸

委 員 山 下 博 三

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 髙 橋 透

委 員 河 野 哲 也

委 員 井 上 紀代子

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（１人）

委 員 十 屋 幸 平

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 山 下 健 次

総 務 部 次 長
土 持 正 弘

（総務・職員担当）

総 務 部 次 長
萩 原 俊 元

（財務・市町村担当）

部参事兼総務課長 堀 野 誠

部参事兼人事課長 四 本 孝

行 政 経 営 課 長 桑 山 秀 彦

財 政 課 長 西 野 博 之

事務局職員出席者

政策調査課主査 松 下 新 一

政策調査課副主幹 福 島 久 大

○丸山委員長 それでは、ただいまから行財政

改革特別委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。本日は、総務部から「新宮崎県公社等改

革指針」の策定について概要説明を聴取した

後、委員協議において、「出資法人への関与事

項を定める条例（仮称）」についてや、委員会

報告書の骨子（案）について御協議していただ

く予定になっておりますが、このように取り進

めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため暫時休憩いたします。

午前10時３分休憩

午前10時４分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。

総務部においでいただきました。

総務部においては、公社等改革指針の見直し

を進められており、先日の委員会において、新
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しい指針の対象法人の範囲について説明をいた

だいたところでありますが、本日は、改革の視

点・方向性や改革の数値目標などを含めた新し

い指針全体の概要について説明をいただきたい

と思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○山下総務部長 おはようございます。総務部

でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。座って説明させていただきます。

本日の説明事項でございますが、ただいま委

員長からございましたように、「新宮崎県公社

等改革指針」の策定についてでございます。詳

細につきましては行政経営課長から説明をいた

させます。よろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○桑山行政経営課長 それでは、私のほうか

ら、新しい指針について御説明をいたします。

公社等改革につきましては、これまで、この

特別委員会におきましてさまざまな御意見をい

ただきながら新しい指針の策定について検討を

進めてまいりましたが、このたび、お手元に別

冊でお配りしておりますとおり、「新宮崎県公

社等改革指針（案）」ということで取りまとめ

たところでございます。

新たな指針の概要につきましては、お手元の

特別委員会資料に基づき御説明したいと思いま

す。

委員会資料の１ページをごらんいただきたい

と思います。まず、新たな指針の特徴といたし

まして２つの見直しのポイントを掲げておりま

す。１点目が「対象とする公社等の見直し」で

ございます。見出しの後ろに「（新指針第

５）」と書いてありますが、これは別冊の記載

場所の表示でございます。この対象とする公社

等の見直しにつきましては、既にこの委員会で

も御説明し、御議論いただいたところでありま

すが、従来からの基準であります「県の出資

（出えん）」につきましては、一定比率以上の

ものを対象とすることといたしまして、出資比

率の低いものを対象から除外する一方、新たに

「県の人的関与及び財政的関与」を基準に加え

ることによりまして、より幅広い観点から県の

関与度を判断いたしまして対象公社等を選定し

たところでございます。

具体的には表に記載のとおりでございまし

て、①が出資に関する基準であります。県の出

資割合が25％以上であり、かつ、県が最大出資

者である法人が25法人該当いたします。

それから、②が県の人的・財政的関与に関す

る基準でございます。（ア）は、現役の県職員

を派遣している場合で、県の財政支出の法人収

入に占める割合が50％以上、または財政支出額

がおおむね１億円以上に該当する法人が10法人

ございます。（イ）が、県の退職者が常勤の役

員に就任している場合で、財政支出に関する基

準は（ア）と同じでございまして、５法人が該

当いたします。

それから、③がその他特に県の関与のあり方

について検討する必要がある法人ということ

で、商法法人ミヤチク、ソフトウェアセンター

のほかに、委員会からお話のありました、県の

財政支出割合が指定管理料等を含めて80％以上

と非常に高い比率の法人３法人、治山林道協会

等をここに加え５法人、合わせまして45法人が

新指針の対象となっているところでございま

す。

対象公社等の一覧につきましては、めくって

いただきまして、３ページ、４ページに一覧表

として記載しております。

なお、この中で、４ページの中ほどちょっと
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下のほう、左側の通し番号で38番宮崎県中小企

業団体中央会につきましては、基準の②（イ）

に該当しております。県の退職者が常勤役員と

なっておりまして、県の財政支出が64％という

ことでございましたが、これまでの調査から漏

れておりまして、今回、新たに追加させていた

だいております。訂正とおわびを申し上げま

す。

済みませんが、１ページのほうに戻っていた

だきたいと思います。見直しのポイントの２点

目が、２の「数値目標の設定」であります。表

のとおり３つの数値目標を設定しまして改革に

取り組むこととしております。この公社等改革

指針においては初めての取り組みでございま

す。

まず、①の法人の統廃合等により対象公社等

の数を１割程度削減を図ることとしておりま

す。具体的には、法人の解散や統合による法人

そのものの削減のほかに、県の人的・財政的関

与につきまして、上の表の基準を下回るように

関与の縮減に取り組むことによりまして、対象

公社等の数を、現在の45法人から25年４月１日

現在で40法人へ、５法人程度の削減を図りたい

と考えております。

それから、②の対象公社等の常勤役職員への

県職員派遣数につきましては１割程度削減する

こととしております。基準としております昨年

４月１日現在で102人の職員が公社等に派遣され

ておりますけれども、このうち役員につきまし

ては、これまでの取り組みによりまして削減が

進んで４人となっておりまして、102人から４人

を除いた残りの98人は、事務局長以下の一般職

員、実働部隊というんでしょうか、そういう形

で公社等に派遣されております。今後、公社等

における業務の効率化による人員配置の見直し

等進めていくことによりまして、25年４月１日

時点で12人程度、あるいはそれ以上の削減を進

めてまいりたいと考えております。

それから、最後の③対象公社等への財政支出

額でありますが、補助金や委託料等の見直しな

どを進めることによりまして、当初予算ベース

で、25年度当初には21年度対比で20億円程度の

削減を図りたいと考えております。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。ただいま御説明しました見直しのポイン

ト以外のこの指針の概要でございます。まず、

１の「改革の基本的な考え方」でございます。

（１）の公社等の統廃合及び経営自立化の促進

でありますけれども、公社等の役割や県の関与

のあり方を徹底的に見直すことによりまして、

こうした取り組みを進めてまいりたいと考えて

おります。（２）は、先ほど御説明いたしまし

た数値目標を設定することによりまして、実効

性、確実性のある改革を進めていく考えでござ

います。また（３）は、公社等の経営状況等に

つきましては、インターネット等を活用した情

報公開を行いまして改革の透明性を高めてまい

りたいと考えております。

それから、２の「改革の推進期間」につきま

しては、平成22年度から24年度までの３年間と

しております。

次に、３の「公社等ごとの改革の視点・方向

性」でございますが、それぞれの公社等の主要

な事業につきましての必要性や公益性、また今

後の改革の方向性等を検討いたしまして、今後

３年間の改革工程表を作成して改革に取り組む

こととしております。商法法人を除きますそれ

ぞれの公社等の工程表は、別冊の11ページ以降

に掲載しております。この場での説明は省略さ

せていただきたいと思います。
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次に、４の「改革の具体的な取組事項」につ

いてでございますが、まず、（１）の公社等み

ずからが主体的に取り組む事項でございます。

①から③にありますように、最終的な受益者は

県民であるという県民本位の成果重視の経営の

推進、それから財務の健全性の確保や県の財政

支出に依存しない経営の自立性の向上、さらに

役職員数の適正化など組織体制の効率化等につ

いて、公社等が法人格を有する事業体として主

体的に取り組むこととしております。

次に、（２）の県が取り組む公社等との関係

の見直しでございますけれども、①と②が人的

関与についてでございます。まず、①県職員の

派遣は、公社等の自立化や経営責任明確化を促

進する観点から、真に必要な場合に限って実施

するとともに、毎年度、派遣の必要性を見直す

ことにしております。また、②県の退職者の推

薦につきましては、公社等からの要請に基づく

ものであって、真に公社等の経営に有効活用さ

れる場合に限って実施することとしておりま

す。さらに、再就職の状況につきましては、透

明性確保の観点から、特別な事情がある場合を

除き公表することとしたいと思います。それか

ら、③は財政的関与についてでございまして、

公社等への補助金等は、必要性や事業実施効果

等の視点から見直しを行うこととしまして、運

営費に対する補助については廃止・縮小を図る

ことで努力してまいりたいと考えております。

次に、（３）の県出資金（出えん金）の取り

扱いでございます。これにつきましては、１行

目の後ろのほうに「新公益法人制度」とござい

ますけれども、これは、民間にこれまで以上に

公の利益になるようなことを担ってもらおうと

いう目的で、一昨年の12月、１年ちょっと前

に、従来の公益法人制度にかわる新しい制度と

して創設されたものでございます。この新公益

法人制度では、登記のみで簡単に法人が設立で

きる一般社団法人あるいは一般財団法人という

「一般」がつくものと、公の利益を目的とする

事業が事業全体の半分以上を占めるといったよ

うな一定の要件を満たす場合に認定される公益

社団法人あるいは公益財団法人、この２つのタ

イプが新たに設けられたところであります。後

で申し上げました公益社団あるいは公益財団法

人のほうが税制上の優遇措置を受けやすくなっ

ている制度ができております。こうした制度の

改正に伴いまして、１行目の最初に、県が出資

等を行っている「特例民法法人」と書いており

ますが、今回の指針の対象公社等のうち、頭に

「社団法人」あるいは「財団法人」とついてい

る法人は、この特例民法法人というものに該当

しまして、新しい法人制度の一般法人あるいは

公益法人のいずれかに平成25年11月までに移行

する必要がございます。このため、この該当す

る法人は、この指針の推進期間であります22年

度から24年度までの間に新しい制度へ移行する

ために県が出資等しておりますが、そうしたも

のを含めた保有資産の使い道などにつきまして

検討を行うことになります。その際、県の出資

等は当然、一定の政策目的を持って支出がされ

ておるわけでございますので、新制度に移行し

て新しい法人となった後も引き続き、県からの

出資金等につきましては当初の目的に沿った活

用がなされるよう検討を要請するということで

ございます。

なお、その目的に沿わない活用、あるいは法

人が解散するといった場合には、県への寄附と

いうことも含めて要請をしたいというふうに

思っております。

次に、（４）の情報公開の推進であります。
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これまでも透明性確保等の観点から積極的に取

り組んできておりますが、引き続き、インター

ネットの活用等によりまして、県民にわかりや

すい情報公開・提供に努めてまいりたいと考え

ております。

最後に、（５）の法人ごとの主な取組事例で

ございます。上の３で御説明しましたように、

各公社等では改革工程表というものを作成して

改革に取り組んでいくこととしておりますが、

そのうち主なものをここに掲げております。土

地開発公社につきましては、来年度末での解散

に向けて手続を進めていくことにしておりま

す。それから社会福祉事業団につきましては、

県の財政支出に依存しない経営の自立化に向け

て、本年度中に新たな経営計画を策定して着実

に推進していくことにしております。それから

畜産公社でございますが、乳牛の預託頭数の減

少などによりまして債務超過が懸念される状況

にありますことから、一層の経営合理化に取り

組むこととしております。それから住宅供給公

社でございますが、分譲事業がほぼ終了いたし

ますことから、組織体制の見直しによりまして

効率化に取り組むほか、今後の法人のあり方に

ついても検討することにしております。このほ

かの公社等につきましても、それぞれ経営基盤

の強化、あるいは組織体制の見直し、県の関与

による見直し等に取り組んでいきたい、このよ

うに考えております。

以上が、「新宮崎県公社等改革指針」の概要

でございますが、最後に、別冊の１ページをめ

くっていただきたいと思います。下のほうにこ

れまでの６年間の取り組みの実績を記載してい

るところでございます。（１）公社等の数、

（２）公社等への財政支出あるいは県職員の派

遣につきましては、その縮減等に取り組みまし

て、それぞれ一定の成果が上がっているものと

考えております。

今回、公社等の対象公社の選定基準を見直し

ましたので、公社等の一部が入れかわるわけで

ございますが、新たに設定いたしました数値目

標の達成など、引き続き公社等改革に努力して

まいりたいと思っておりますので、御理解と御

指導を賜りますようよろしくお願いしたいと思

います。

なお、この指針（案）につきましては、今

後、２月の初旬に、民間の有識者で構成されて

おります行財政改革懇談会で意見を伺った後、

２月中に県の行財政改革本部で決定するという

スケジュールを予定しておるところでございま

す。

説明は以上でございます。

○丸山委員長 説明は終わりました。

質疑に入りたいと思いますが、別冊の個別案

件に関しては各部局が担当しているものですか

ら、質疑がある方は今回の資料を中心に質疑を

していただければ幸いかと思っております。概

要についての質疑等ありましたら御発言をお願

いしたいと思っております。

○福田委員 ちょっとお尋ねします。新公益法

人制度の中で、既存の組織が社団法人とか財団

法人に移行するわけですが、作業は今からで

しょうけど、どれくらい見込んでおられるんで

すか。

○桑山行政経営課長 平成20年12月１日に施行

されまして、先ほど申し上げました平成25年11

月までの５年間で移行するというふうになって

おります。県内の対象法人ということでござい

ますと270程度の法人が該当しまして、この５年

のうちに必要な申請を行っていただく必要がご

ざいます。
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○福田委員 その270法人のうち税法上の優遇措

置を受けられそうな団体はどれくらいですか。

○桑山行政経営課長 今回の新しい制度では、

一般社団・財団法人は登記のみで設立できるわ

けでございますが、公益社団・財団法人につき

ましては認定ということが必要です。既存の社

団・財団法人がどちらかに行くわけですけれど

も、認定を受けてより公益性の高いレベルとな

るためには、法人で取り組んでいる事業の半分

以上が公益目的の事業であるとか、収支が余り

収益が上がるような状況ではない（収支相償）

とかいろんな要件がありまして、それは個別具

体的に各法人においてチェックしていかない

と、どちらに行くということは我々では申し上

げられない状況にございます。

○緒嶋委員 これはそれぞれの公社等が主体的

に、ある意味では自己努力で改革をやらにゃい

かんわけですが、この方針の中では当然、そう

いうこともすり合わせというか、自主的な改革

というのはおのずから積極的に取り組んでおら

れるわけですか。県の関与で初めてスタートし

たというような感じじゃないわけですね。

○桑山行政経営課長 この指針をつくる過程に

おきましては、担当する県の課と公社等にいろ

いろ話をしていただきまして、別冊のほうにつ

けておりますけれども、それぞれの公社等がこ

の３年間で取り組むべき目標、改革工程表を作

成していただいたところでございます。そのよ

うなことで自主的に取り組むことも行っていた

だいておりますし、今後とも県としてはそうい

う努力を促していきたいと思っております。

○緒嶋委員 平成15年は183人が、21年は別冊で

は80人で、103人減になっておるわけですが、今

後３年間で12人の減ということは、ある意味で

は減少率は―今まで絞ったからなかなか厳し

いということかと思いますけれども、102人を90

人にする予定、12人減ということであります

が、これは人数としてはちょっと少ないんじゃ

ないかという気もするんですが、このあたりは

どうですか。

○桑山行政経営課長 今、委員がおっしゃいま

したように、かなり努力して削減に努めてま

いったと思っております。いわば、かなりタオ

ルを絞って、ある程度乾いたタオルをまたさら

に絞るというような状況で、数値目標的にはこ

れまでのような高い伸びよりは鈍化していくの

ではないかと思っています。その中で職員数の

減少が低いのではないかというお話がありまし

た。冒頭の御説明で申し上げましたが、削減の

うち、これまでは一般職員が３分の２、役員に

ついて３分の１ぐらいの比率で減ってきており

ます。現状を見ますと、102人のうち98人が一般

職員といいますか、公社等でプロパーの方と机

を並べて実働部隊として働く方を中心に今後削

減していきますので、当然、公社の業務運営に

支障がないようにといった配慮等必要になって

まいります。そういう状況で、なかなかこれま

でのようにはいかないのかなと。ただ、先般の

この特別委員会で御説明しましたけれども、県

では定員適正化ということで職員の削減をやっ

ております。その際、公社等に派遣している職

員も含めて削減に取り組んでいるわけですけれ

ども、知事部局の場合この３年間で約６％の職

員を削減しております。この倍ぐらいは削減し

ようということで、102人を90人、率にします

と11.6％ぐらいになるんですが、その倍ぐらい

は削減したいということでこの数値目標を設定

したところでございます。

○緒嶋委員 特にプロパーの人たちの年齢とか

によって、職場を廃止するということはいろい
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ろと大変なこともあるから、県から出向してお

る人の数をいかに減らすかというのが一つのポ

イントではないかという気もしますので、今後

とも努力は続けていただきたいと思います。

それと、運営費に対する補助を廃止・縮小と

言われておりますが、実際どのくらいの運営費

に対する補助がなされておるわけですか。

○桑山行政経営課長 「運営費補助」という言

葉自体が、ある意味ぼやっとしたような表現で

ございまして、明確に定義できないところがあ

りますけれども、例えば○○事業費補助といっ

た特定の事業目的の補助を除いて考えますと、

全体の130億円の財政支出の１割以下の状況だと

いうふうに認識しております。

○緒嶋委員 それと、県の出資金（出えん

金）、改革によって寄附も含め検討を要請する

ということでありますが、これは具体的にそう

いう動きもなされておるわけですか。

○桑山行政経営課長 具体的な動きと申します

か、ただいま各法人が新しい法人制度への移行

に向けて、自分のところで行っている事業の見

直し、検討をいろいろやっております。その中

で、例えば基本財産に県が出えんしている、そ

の基本財産をどう取り扱うかというようなこと

も議論の中に入ってまいりますが、その際、県

が出した趣旨に沿って使ってくださいという要

請です。具体的には目に見えた形では情報を得

ておりません。

○鳥飼委員 基本的なことをお尋ねしたいと思

います。

公社等ということで、さっきの指針では15年

度に63と書いてあるんですが、県の何らかの関

与があった公社等ということで、今いろいろな

見直しがされています。設立当初、設立に当

たってはすべて県が関与してきた公社と、県が

行政需要を満たすために必要であるということ

で、原課といいますか主管課が関与しながらつ

くり上げてきたというのが発足の経緯ではない

かと思うんです。そこら辺についてお尋ねしま

す。なぜこの公社ができているのかということ

です。そのときに県がかかわってきたのかとい

うことです。

○桑山行政経営課長 公社等につきましては、

県の行政の補完的な役割を果たすというような

ことで位置づけられているところでありまし

て、県が直営、みずからやるだけではなくて、

ある場合には民間団体と一緒になって推進して

いくべきだとか、もっと自由度を持って取り組

むほうがいいとか、政策実現を目指す中で手段

の一つとして公社というものが設立されている

のではないかと思っております。

○鳥飼委員 それで、特別法に基づいたものが

あったりいろいろあるだろうと思うんです。今

度の資料をいただきましたら、平成15年度は63

あったのが49ということで、14公社等がなく

なっていますよということですけれども、当

然、公社等がなくなるということは、そこに働

いていた人たちもいなくなるか、雇用関係を解

消することになるだろうと思うんです。そこは

行政経営課としてはどんな状況にあるかつかん

でおられますか。

○桑山行政経営課長 これまで公社が減少して

きたわけでございますが、この中で具体的にど

のような取り扱いがなされたかというところま

では、申しわけありませんが、把握しておりま

せん。基本的な考え方として、統廃合等によっ

てそういう問題が生じる場合には、雇用の継続

について、例えば別の公社等での採用を行うと

いうこともあり得ると思いますが、いろんな取

り組みがなされてきたというふうに聞いており
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ます。

○鳥飼委員 確かにそういう取り組みが個々に

やられてきたのかなという感じがします。例え

ば公園協会は、指定管理者制度が導入をされて

かなりの人が首を切られたという状況がござい

ました。それから総合運動公園の中に青少年セ

ンターというのがあったんですけれども、あそ

こもそもそもがなくなってしまうということ

で、職場がなくなるということもございまし

た。時代の必要といいますか行政の必要性に応

じて変わっていくのは当然ですけれども、その

際に、個別に対応するのではなくて、何らかの

県としての考え方があるべきだと思っているん

ですけれども、そういうものがございますか。

○桑山行政経営課長 この指針の中ではそう

いったものを明確にうたっているものはござい

ませんけれども、基本的には、公社等が廃止さ

れることなどによりまして職場がなくなるとい

うことであれば、そこに従事している方々の雇

用、働く場所の確保に努めるようにということ

は、現実的には努力しているところでございま

す。また、そういう意味で、プロパー職員の採

用ということに関しては、公社等が未来永劫続

くのかという問題もありますので、慎重に対応

するよう要請もしているところでございます。

○鳥飼委員 個別には確かにそういう努力をし

ていただいていると思うんです。そういう話も

聞いています。しかし、結果として今も失業し

て困っているという人もおるわけです。情とし

ても当然、新しい職場なり何かの職のあっせん

をというのはあるんですけれども、行財政改革

を進めるのであれば、それの実施に当たって

は、各主管課においてはこういうふうに対応し

てほしいなりのものが当然あるべきではないか

と思っておりますので、そこは十分な配慮をお

願いしたいと思います。

なぜこういうことを申し上げるかといいます

と、入札制度がありまして、きのうも委員会で

いろいろ議論があって、応札率の額を85％か

ら90％までに引き上げてきたという報告があり

ました。その中に、いろんな地域のものを総合

評価をしていくということも加味されてきてそ

ういう状況でございますけれども、現在、宮崎

県が行っている事業について、県外の業者の人

たちがそれをとっていくといいますか、聞こえ

が悪いですけれども、入札ですから安いほうで

やる。そういうことになっていって、必然的に

運営ができなくなるということが考えられるん

です。そこら辺について協議なり検討しておら

れるのかどうかお尋ねします。

○桑山行政経営課長 公社等に関して考えられ

るのは、指定管理者制度あたりで、この対象公

社にも５つぐらい指定管理者となっている公社

等があると思いますが、おっしゃるように、で

きれば県内の団体が受注することが望ましいの

ではないかと思いますけれども、それは指定管

理者を公募する際にいろんな条件をつけてまい

りますので、その中で個別に検討していきたい

と思っております。

○鳥飼委員 指定管理者の場合もあるし、そう

でない場合もあると思うんです。私は本会議で

も申し上げましたけれども、入札のときに、公

の庁舎の警備とか清掃についても５割ぐらい削

減になったといって胸を張られたんですけれど

も、それはおかしいですよと、そういう部分に

ついても最低基準を自治省は改正して認めてい

るんだからということで、総務部のほうでつ

くっていただきました。そういう努力もしてい

くべきではないか。総務部としてもそういうと

ころに目配りをしながら行財政改革を進めてい



- 9 -

ただかないといけないんではないかと思うんで

す。先ほど委員長から、個別のものについては

それぞれのところで議論をお願いしますという

お話もございました。確かにそういう議論に

なっていくんですけれども、大枠としては行財

政改革指針の中で決められていくわけですか

ら、そこはそこでしっかりとした考え方の指針

なりを示していただきたいというのがありま

す。それは要望しておきます。

公社等がなくなってよかったよかっただけで

済めば、確かにそれでいいんですけれども、そ

こで働いている人たちが結局職場もなくなって

いく。あれは４～５年前になりますか、青少年

研修センターが一気になくなってしまったとい

うことがありますので、そこは十分この指針を

進める立場にある総務部として配慮していただ

きたいと思いますので、しっかり受けとめてい

ただきたいと思います。今のは要望ということ

で。

それと、委員会で条例を議論しているんです

けれども、それとの関係といいますか、３月に

定められるということですが、特にそこで条例

を制定した後に云々ということにはならないと

いうことですか。

○桑山行政経営課長 この公社等改革指針につ

きましては、私ども執行部が、これまでもそう

でしたし、今後ともみずからの取り組みとして

進めていくものであると思います。その中で、

毎年度の公社の改革への取り組みにつきまして

は、副知事トップの委員会をつくっておりまし

て、そこでいろんな評価をして、それを自己評

価、あるいは担当部局、県庁全体としての評価

をして、年末にホームページに出している、そ

ういう取り組みをしております。そうした我々

の流れと、今回、条例を検討されているという

ことですので、その辺とどのように組み合わせ

て進めていくか、その辺のところは必要な調整

をさせていただきたいと思っております。

○鳥飼委員 最後にもう一つだけ。例えば、先

ほど言われた中小企業団体中央会、これまで漏

れていたというようなことですけれども、これ

は②（イ）に該当するということで、②（イ）

は常勤の役員就任と50％、または１億円以上と

いうことになっているんですけど、今までは出

資している公社等すべてを対象にしてきたわけ

ですから、これは新たにつけ加えられたのか。

これは前の資料からすると抜けて……どういう

意味ですか、もう一回説明をお願いします。

○桑山行政経営課長 これは、出資等は行って

おりませんので、現行の公社等改革指針の対象

ではございませんでした。今回の対象の見直

し、人的・財政的関与を設けたことに伴いまし

て、その時点で入ってくるべきものであったわ

けですけれども、私どもの調査漏れで、大変申

しわけありませんけど、今回、このような時期

での追加となった次第でございます。

○鳥飼委員 もう一つ、４ページの社会福祉事

業団、これは社会福祉法人ですから公益法人と

関連しないということですが、これは②（ア）

ですから、おおむね１億円以上ということで、

９億8,000万円、24.9％ということになっていま

すけれども、今後はこれまでのような再生のた

めの補助はなくなりますよね。そうしますとこ

ういう多額のものは22年度からはなくなってく

るんではないですか。

○桑山行政経営課長 委員のおっしゃいますと

おり、交付金が来年度からは減額ということに

なるんであろうと思います。そうするとこの額

は落ちることになります。ただ、この公社等改

革指針策定に当たりましては、一定の基準日を
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設けまして対象として選んでおりますので、仮

にこの数値が下がるとしても、この３年間は引

き続き対象として取り組んでまいりたい、自立

化の促進に努力してまいりたいと思います。

○鳥飼委員 わかりました。22年度からはここ

がぐっと下がって対象にはならないということ

ですけれども、今回は基準日に該当するという

ことで。そういうのも一つありますけれども、

委員会でも行かれたように、かなり施設も老朽

化しております。あれでいいのかというのは、

また経営計画を立てられると思うんですが、昭

和50年代に建てられたころのあり方がどうかと

いう議論も当然されてくるだろうと思うんで

す。県もかかわってきた施設ですから、今後も

かかわっていく必要があるという意味で、残し

ていただくというのはそれなりに私はいいと

思っているんです。ただ、経営的なものだけ

じゃなくて、中身もぜひ総務部のほうでいろい

ろ見ていっていただきたいということをお願い

しておきます。

○星原委員 教えていただきたいんですが、１

ページの数値目標の設定の中で、21年の４月現

在で45法人が、25年の４月で５法人減で40にな

るということですが、この５法人というの

は、45の中からどういったものを組み合わせて

というのはでき上がっているんですか。それと

も、ただ１割ということに決めてこれから縮め

ようとしているのか、目標があってそれをすれ

ば40になるように決めているのか、どっちで決

められているのか。

○桑山行政経営課長 この45から40ということ

については、解散あるいは統合によりなくな

る。そういう意味では土地開発公社につきまし

て22年度末、これは具体的に上がっております

が、そのほかには具体的なものはございませ

ん。今後、公社等が県民にとって必要な存在で

あるか、あるいは事業実施の必要性、公益性は

どうかという検討の中で出てくれば廃止等が出

てくるのかもしれませんが、現時点では持って

おりません。ただ、今回基準を見直したわけで

して、人的・財政的関与の縮減を図るというの

も大きな目標でございます。したがいまして、

公社等そのものはなくならなくても、県の財政

支出あるいは人の関与がこの基準以下になる、

いわゆる縮減が図られた場合には、減少する公

社にカウントとしたいと考えております。

○星原委員 今、基準を決められて、その中で

対象が増減してくるだろうと思うんですが、45

法人を見ていくと、我々も細かいことは把握し

ておりませんが、設立時のいろんな目的があっ

たと思うんです。その主たる目的に同じような

関係のものもあるんじゃないか。我々も視察に

行ったと思うんですが、体育協会と施設協会は

別々にしておかないといけない形なのか、体育

協会の中の一部として施設協会があればまた１

つ減るのかなとか、行政改革の中で減らしてい

くことになろうと思うんです。減らしていくこ

とで目的を達成できなければ残さなくちゃいけ

ない部分もあるんでしょうけれども、国にして

も地方自治体にしても設立時は細かく分けてつ

くっていたと思うんです。だけど、こういう時

代になってくると、目的が一緒の方向に向いて

いるものは統廃合してもいいんじゃないかと思

うものですから、今回の基準の決め方が、対象

公社等の基準の決め方で果たしてそういう形に

なっていくのかなという懸念もするんですが、

その辺はどうとらえたらいいんですか。

○桑山行政経営課長 公社等のあり方につきま

しては、そもそも論として、今、委員がおっ

しゃいましたように、当初の目的と比較してそ
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の存在意義が薄れたとか、ほかの公社と目的が

重複、類似しているというような状況が起きた

り、いろんな状況があると思います。その場合

には、公社のあり方そのものを見直すというふ

うにしております。これまで具体的には農政を

中心にかなりの統合が図られてきているところ

であります。今、委員からも例示的に教育委員

会のお話がありましたが、今後とも統廃合すべ

きではないかという視点も持って、この公社等

改革は進めていきたいというふうに思っており

ます。

○星原委員 それと、縦割り行政の中で、上か

ら言えば、国のほうのいろんな流れの中ででき

ていた経緯もあるかと思うんです。逆に言え

ば、流れてきていたものを、小回りのきくとい

うか、両方がいろいろ入ってくる上では、一緒

になったほうが縦割り行政の弊害もなくなるも

のもあるかもしれないという気もするんです。

ですから、県民にとって利便性とかいろんな意

味でプラスになるという角度からの検討はなさ

れているものですか。

○桑山行政経営課長 今回の資料でも２ページ

の４（１）で「県民本位の成果重視の経営推

進」というふうに掲げているところでございま

す。県民が最終的な受益者であるということ

で、今お話のありましたような利便性を高める

とか、そういうところで公社の存在意義がある

と思っておりますので、こういう点に十分留意

しながら、公社のあり方、主な事業の進め方を

検討していく必要があると思っております。

○星原委員 よろしくお願いします。

○井上委員 各委員からも出ていますが、公社

設立の意義というのが非常に問われることだと

思うんです。今回、特別委員会の中で条例を決

めようというふうになっているわけですが、そ

の中で、「公正で透明性の高い効率的な県行政

の実現に寄与することを目的とする」とうたっ

ているわけです。そういう意味で言うと、最初

に課長から御説明がありましたとおり、本来、

県行政の中でやるよりも幅の広い意見と幅の広

い行動ができるんだということで公社になって

いるというふうに言えば、先ほど何人かの皆さ

んもおっしゃっているように、逆に、公社で

やったほうが本課でやるよりも絶対にいいんだ

というふうになれば―私は、今回の改革指針

というのはよくできているし、よく努力されて

いるというふうに思いますが、逆に言うと、本

体的なところの絞り込み、行政改革とのかかわ

りというのはどういうふうに整理をされるの

か、ここが非常に問われるのではないかと思う

んです。

○桑山行政経営課長 この公社等改革指針につ

きましては、あくまでも公社側にスポットを当

てまして、トータル的には縮減、統廃合といっ

た方向性で基調を打ち出しているわけでござい

ますけれども、中には、公社そのものがもっと

力を入れていろんなことをやってもらったほう

が県民のためにはいいだろうというようなもの

が、個別に判断していくと当然出てくるだろう

と思います。そういった場合には、場合によっ

てはもっと人を出すということがあるのかもし

れません。全体の基調としてはこういうことで

ございますけれども、個別の公社の役割につい

ては十分検討、吟味した上で、伸ばすべきとこ

ろがあれば伸ばす必要もあるし、削減すべきと

ころは削減する必要があると考えております。

○井上委員 ですから、そういう意味では公社

の役割というのが、本体の県行政の中でやるよ

りもずっと幅が広いとなってくれば、本体のほ

うはどうするのかということがきちんと整理さ
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れないと、同じことを繰り返す。両方やってい

るということになると、これこそ無駄じゃない

かと思うわけです。その絞り込み、いわゆる事

業一つ一つの精査、公社がやっていることとの

リンクはどうされるのかが知りたいです。ただ

公社のところだけをすぼめていくすぼめていく

というお話なので、そこだけでいいのかという

ことです。

○桑山行政経営課長 この公社等改革につきま

しては、担当課がそれぞれの公社等といろんな

協議をしてつくっているわけですけれども、

おっしゃるように、担当課のところがまさし

く、その業務を県直営でやったほうがいいの

か、あるいは公社でやるべきなのか、まず第一

に検討するところだと思います。例えば、観光

は公社等でやったほうがいいとすれば、本庁組

織をもっと絞り込んで逆に公社等を充実させる

とか、それぞれの所管部局において、みずから

の県直営分の仕事のあり方も含めて、今おっ

しゃるような御意見を踏まえて検討させていき

たいと思います。

○井上委員 先ほど緒嶋委員からもありました

が、今、県から出している職員が102人、実働部

隊として98人。98人の８人を４年間でただ減ら

すという目標値だけの話にこれはなっているわ

けです。目標は目標なので、削減率も高いんだ

と先ほど御説明があったんですけれども、本当

に公社のほうを絞り込むとするなら、このあり

ようというのは数的にはちょっと少ない。だか

ら、物すごく矛盾があるわけです。公社のほう

をどう見るのかということと、本体のほうをど

う見るのかということとの整合性がちょっと足

りないのではないか。基本的に公社のほうは絞

り込んでいってこっちでこうするんだというも

のがあるのか。そうじゃなくて、先ほどのお話

だと、公社も広げることもあり得るというふう

におっしゃるわけですけれども、そこのところ

がいまいちわからないんです。

○桑山行政経営課長 県庁本体部分につきまし

ては、「行財政改革大綱2007」等で全体で1,000

人の純減ということで、それはそれとして職員

の絞り込みをやっておるわけでございまして、

職員を減らす中で、どういうことによって県民

サービスに支障なく減らせるかといったことも

当然考えるわけでございます。そんな中で、業

務を効率的にやっていこうとか、民間との役割

分担を考えていこう。その中で当然、公社等と

の関係はどうあるべきかということを考えなが

ら、県職員のほうもそちらの計画のほうで純減

を図っております。そうした中で、公社等、県

直営部分も含めまして適切な業務分担を進めな

がら、職員の削減とともに進めていく方向にな

るものと思っておるところでございます。

○井上委員 これは要望でよろしいんですが、

具体的な議論ですよ、結局、県の行政の施策の

実現度が、どこでどうした場合が一番高いのか

ということが望まれるわけです。そこに財政的

な裏づけもあったほうがいいんだと、現実的に

はそういうことだと思うんです。事業仕分けを

含めて今後やっていかれると思いますが、その

ときにきちんとした整理をしないと、公社が減

ればそれで終わりなのか。視点をきちんとして

いただかないと、そこのところがあいまいなま

ま、両方で同じことはやっているけれども、た

だ数値的に絞り込みましたよというけれども、

県の施策の実現性は非常に低くなるということ

だと思うんです。今後、県議会も経営評価をし

ていくことになるので、具体的にそこについて

は議論をする場所になると思いますが、県のほ

うもそこについては経営評価ということも含め
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て厳しい評価をしていただけるように、事業仕

分けと一緒にきちんとしていただきたい、この

ことを要望しておきたい。

○髙橋委員 数値目標の設定でなかなか理解し

切らないものですから確認ですが、この目標数

値というのは、何らかの根拠があるからこうい

う数値設定されたと思うんです。今まで段階を

踏んで資料の積み重ねがあったりしてあるんだ

ろうと思って、あえて聞くんですが、先ほど５

法人を減らす。そのうち土地開発公社は決まっ

ているから、あと４法人が目標になりますよ

ね。ただ、それはあくまでも目標であって、

ひょっとしたら４法人減にならないこともある

ように課長のお話でとらえました。ただし、

②、③の人とか財政的支援の分について満たさ

れれば５法人でカウントするとおっしゃった。

ところが、質疑の中で、必要であれば人を出

す、必要であれば財政的支援もするというよう

なこともおっしゃるし、どういうふうに理解す

ればいいのか。総合的に検討を重ねた結果、

①、②、③の数値を目指すというのか。ではな

くて、これはあくまでも目標で、ある一定の資

料に基づいてこの目標を設定したけれども、今

後協議していく中で、結果的にはこの数値が満

たされない場合もあり得ると理解をすべきなん

でしょうか。幅のあるお答えがあったものです

から、その確認です。

○桑山行政経営課長 数値目標につきまして

は、現時点で達成可能ということがわかってい

れば数値目標としての役割をなさないと思いま

すので、これが実現できるかどうかというのは

今後の取り組みいかんということで、全体とし

てこういう目標を達成するべくしっかり努力し

なければならないと思っております。

それから、個別具体に見ますと、45というた

くさんの数の公社等が対象になっておりますの

で、先ほども委員からお話がありますけれど

も、公社等の目的とか県民に対するサービスを

考えた場合に、全体としてはこういう努力目標

を掲げて一生懸命努力していくということです

が、個別に見るとでこぼこがあり得るというこ

とを申し上げたところでございます。

○髙橋委員 目標は、しっかりとそれに向かっ

て努力すべきことですよね。ただ、数字の結果

だけがひとり歩きをする場合が往々にありま

す。ではなくて、コンクリートは決してしてい

ないという理解をしていいかどうかです。先ほ

ど、①の５法人についてはコンクリートしてい

ないとおっしゃったように私は理解したんで

す。②、③に重きを置いて、人と県の財政的支

援がしっかりクリアされればいいという課長の

お答えだったような気がしたものですから。

○桑山行政経営課長 法人数に関して言えば、

これは法人がなくなるという意味で５法人とい

うことだけでなくて、県の関与を縮減するとい

うものも公社改革の大きな目標でありますの

で、県の人的・財政的関与が縮減されて、結果

として基準未満に県の関与が下がったとすれ

ば、当然それは改革への取り組みの成果として

削減数の中にカウントしていきたいと考えてお

るところでございます。

○髙橋委員 例えば、公社の数というのは、結

果的に土地開発公社だけだったということもあ

り得るということですね。

○桑山行政経営課長 そういうことも現時点で

はない話ではないと思います。

○武井副委員長 御質問させていただきます。

４の（２）県が取り組む公社等との関係の見

直しのところですが、「真に必要な場合に限っ

て実施」とか「特別な事情」とか、非常に抽象
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的な言葉がいろいろとあるんですが、①で言う

と、「真に必要な場合」というのは、いつ、だ

れが、どういう形で公社から申請が上がってき

て、どういう形でどういう議論をした結果、真

に必要だということを決定するのか、このプロ

セスについてお聞かせください。

○桑山行政経営課長 「真に必要な場合」とい

うかなりきつい表現をしておりますのは、その

前段にあります、やはり公社等は自立化してい

くべきだ、あるいは経営責任を明確にした独立

した事業体であるべきだという観点から、県の

関与は最小限にとどめたいという趣旨でござい

ます。今おっしゃった、いつ申請するかという

ことについては、いろんなケースがあります。

いつ、どのようにと言われてもなかなか難しい

ところがあります。需要が発生したときに県の

担当課なりにそういうお話があり、それを人事

担当部局とも協議しながら、必要な人材を派遣

するかどうか手順を踏んで決めていくというふ

うになろうかと思います。

○武井副委員長 質問にお答えいただけていな

いかと思うんです。わかるんです。今までも多

分そういうことだろうと思うんです。例えば、

申請書みたいなものが紙として上がってきて、

それをどういう会議で、どういうプロセスで議

論をした結果、ここは真に必要ですと認めると

か、そういったフローチャートみたいなものは

あるのかないのか、単に属人的なものだけで決

めているのか、そこをお聞かせください。

○桑山行政経営課長 おっしゃるようなフロー

チャートみたいなものはございません。ケー

ス・バイ・ケースでございます。

○武井副委員長 非常に大事だと思うんです。

指針を見ますと各公社の経営状況とかいろいろ

書いてあるんですが、なかなか数が減らない要

因に、県の職員の方が派遣されているという関

係が非常にあると思っているんです。このあた

りがブラックボックスというか不透明という

か。そういった意味では、真に必要な場合とい

うのはこういう場合のことをいいます、真に必

要な場合ということはこういう形で、それを真

に必要だと判断します。だれが判断するのかと

いったことがないと、真に必要かどうかの検証

というのはできないんじゃないかと考えます

が、いかがですか。

○桑山行政経営課長 概要版で御説明しており

ますので、本文のほうの別冊の９ページをごら

んいただきたいと思います。公社側の自主的な

取り組みの項目の中で、（３）組織体制の効率

化等の③で、退職者の採用を含めて県職員の派

遣を受け入れるのは、県と緊密な連携のもと業

務を推進する必要があるとか、業務推進に必要

な知識・経験を有する人材がなかなか見つから

ない中で県に求める、その他経営上の観点から

プロパー職員の採用抑制のために県に必要な人

材を求める、こういった場合に申請が上がって

きて、それに対して県がその必要性を判断する

ことになるものと思っております。

○武井副委員長 これも読んだんです。それを

読んだ上で質問しているんですが、例えば、こ

れこれこういう理由でという申請書なりが上が

るのか、県が真に必要だという判断をだれがど

ういうところでやるのか。総務部と担当部の部

長なりがこういう会議をして、ここは必要だか

らこういう派遣をしますと決めるとか。結局、

だれが真に必要かという判断をしているんです

か。

○桑山行政経営課長 最終的には、人の問題に

なりますので、総務部のほうで判断することに

なると思います。
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○武井副委員長 そのあたりがよくわからない

んです。本来ならば、県から人を派遣するとい

うことであれば、公社側から派遣要請書みたい

なものがあり、その中でこういう議論をして

―例えば情報公開が求められたときはどうい

う対応ができるんですか。

○山下総務部長 端的に言えば、公社等への派

遣の必要性等については通常の人事異動の過程

の中で、ここに定数をふやすとか削るとか、そ

れはどういう必要性があってふやすのか、そう

いう議論の中で決めていくという過程をとって

おります。

○武井副委員長 退職者の推薦というのは通常

の人事には含まれないかと思うんですが、それ

についてはどうでしょうか。

○山下総務部長 それも同じ考え方でやりま

す。

○武井副委員長 退職された方は、退職されて

いるわけですから通常の人事異動とは違うん

じゃないかと思うんです。つまり、退職された

方の再就職というのは、何がしかのＯＢに来て

ほしいというリクエストがあって、その上で県

が判断をしているということになるわけで、県

から派遣をするという形じゃないわけですね。

あくまでも要請に基づいて人を行かせるという

ことですから、通常の人事異動とは別のもので

はないかと考えますが。

○山下総務部長 県職員の再就職につきまして

は、御承知のように公表しておるわけですけれ

ども、再任用という制度が一方でございます。

つまり、年金が満額支給になるまでは、相当給

料額は下がりますけれども、任用するというの

が基本でございます。その一方で、いわゆる公

社等への再就職というのもございます。当然、

県としてそこはきちんと面倒を見ないといけな

いというのがある中で、公社等から要請がある

場合に推薦するということでございます。

○武井副委員長 公社等改革指針の話ですか

ら、面倒を見なければいけないというところは

非常に気になるんですが、そこの議論はまた別

にしたいと思います。ただ、再任用とはちょっ

と考え方が違いますよね。再任用というのは、

あくまでも県の組織の中で、例えば自治学院の

先生にＯＢの方になっていただくとか、そう

いったようなことをもって再任用と言っている

わけです。そういった意味で、このあたりのプ

ロセスが非常に見えにくいというか、むしろ県

民の皆さんからすると一番知りたいのはこのあ

たりではないかと思うんですが、このことは最

後にしますが、「真に必要」とか「特別な事情

がある場合」とか、いろいろただし書きみたい

なことがあるんですが、この辺のプロセスの透

明化を図っていくことはできないものでしょう

か。

○桑山行政経営課長 ただいまお話にありまし

た「真に必要な場合」というのが、２ページの

４の（２）②のところで「特別な事情がある場

合を除き」と書いておりますが、これについて

は、前回の委員会だったかと思いますが、捜査

に携わった方々の生命、身体の安全といったも

のをイメージして書いたところでございます。

表現上やや抽象的だとかわかりにくいという御

批判かと思いますが、実際の運用に当たっては

そうならないように、なるべく透明性を高めな

がら取り組んでいきたいと思います。

○武井副委員長 あと２点だけ質問します。

充て職の問題ですけれども、例えば、環境整

備公社、エコクリーンの問題なんかでも、副知

事が充て職で非常に責任が不明確であったとい

うような話も課題としてありました。今後は原
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則、知事なり副知事なりの充て職というものは

設けられないという方向で、公社については推

移していくという理解でよろしいでしょうか。

○桑山行政経営課長 この公社等改革指針の中

では、一部例外の公社もございますけれども、

必要な場合を除いて県の職員は代表者には就任

しないというのを原則にしております。ただ、

理事等の代表者以外の立場につきましては、公

社等によって濃淡はありますけれども、県との

緊密な連携が必要な場合などありますので、状

況に応じて理事等の役員に就任する場合はあり

得ると思っております。

○武井副委員長 次に移りますが、先ほど星原

委員からスポーツ施設協会と体協の話などがあ

りましたけれども、スポーツ施設協会というの

は運動公園の管理というのが主たる業務である

わけです。県立芸術劇場なんかでもそうです

が、平たく言えば、指定管理がとれなければ財

団として事実上存在し得ないというところがあ

るかと思うんです。そういった団体というの

は、逆に言えば、競争の公平性というのは置き

ますが、民間との競争によって指定管理をと

る。その指定管理をとることによって公社とし

て存在し得るということに結果としてなってい

るわけです。ということは、平たく言えば民間

でもできることをやっているとも言えるのでは

ないかと思うんです。つまり、指定管理を主た

る業務としている団体というのは、イコール統

廃合の対象になるということにはならないのか

お伺いをいたします。

○桑山行政経営課長 指定管理を受けるという

部分においては民間との競争が起きているわけ

でございます。ただ、民間と競争が起きている

から芸術劇場という財団がなくていいのかとい

うことになりますと、現に受け皿として機能し

ている以上は、今現在の存在意義はあるんだろ

うと思います。かつて青少年研修協会が、指定

管理者制度を導入して、指定にならずに解散と

いう事例もございましたが、仮に指定管理を受

けている団体が次の更新の段階でとれなかった

場合には解散ということはあろうかと思います

が、現時点では受けるのにふさわしい団体とし

て存在しているものと理解しております。

○武井副委員長 今、指定管理を受けているわ

けですから、今すぐ解散するべきだということ

ではないんですが、民間の会社や企業とそこが

指定管理の競争をして、コンペをして指定管理

をとっているということですが、一方でそちら

のほうに県のＯＢであるとか（さっき派遣の話

をいろいろしましたけれども）行っている、一

方では純粋な民間の団体だという中で、そこで

競争したときに、いわゆる公社側のほうがとっ

ていく。すなわちそもそもが公平な競争なのか

という疑義を若干感じなくもないんです。すな

わち、民間でもできるということを証明してい

るということですから、そういった意味では次

の指定管理の更新時に合わせて外郭団体として

のあり方は整理していく。つまり、次の指定管

理には手を上げずに整理の方向に取り組んでい

くといったようなことは考えられないのかお伺

いをいたします。

○桑山行政経営課長 指定管理者制度は、公の

施設をどういった技術力とかを持った団体に委

託管理をしてもらうのがふさわしいかというと

ころから検討していくことになろうかと思いま

す。公社等改革の立場から言いますと、おっ

しゃるようにこの２つをリンクして考えると非

常に難しい問題になるわけですけれども、指定

管理を受けられなかった場合には、そこに自立

できないという問題が生じてまいりますので、
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公社等の立場からすると別の収益事業で努力す

るような財団として今後存続していくのかと

か、違った幅広い視点での公社等のあり方とい

うものはある得るんじゃないかと思っておりま

す。

○丸山委員長 今回、45というふうに絞ってい

ただいたんですが、逆に、外れた法人等がある

と思うんです。それに対する県としてのスタン

スはどうなるのかというのが一つと、その中に

小さい出資金のところもあります。今後、平

成25年までに一般財団になるとか解散したとき

には、県の出資金が非常に気になります。その

取り扱いを今後どういうふうに考えているのか

も含めてお伺いしたいと思います。

○桑山行政経営課長 おっしゃいますように、

今回、指針の対象外となった出資等をしている

公社等がございますが、これにつきましては引

き続き担当課におきまして、この指針の対象と

はなっておりませんけれども、当然、私どもと

しては指導、助言等していく必要がありますの

で、そのように取り組んでいきたいというふう

に思います。

それから、小さいところを含めた新公益法人

制度への移行に伴う県の出資金等の取り扱いと

いうことでございましたが、引き続き、県が出

資という予算の支出を行った目的に照らして、

同じような目的を継続してやっていけるように

要請をして、必要な場合には県への寄附という

こともあり得るかもしれませんが、引き続き出

資目的に沿った活用をお願いしていきたいとい

うふうに思います。

○丸山委員長 もう一点です。我々のほうで条

例を議論しているわけですが、「知事等への意

見」という形の項目をつくろうとしておりま

す。今回、改革指針をある程度つくっていただ

いているんですが、先ほどお伺いしましたら、

公社等の廃止を５つぐらい考えているけど、具

体的には１つしかないということであります。

今後、議会からのいろいろな提言が出た場合

に、それをどのようにしんしゃくして公社等に

指導ができるような権限を県のほうが持ってい

るのか、議会からの要請に対してどのように取

り組もうと考えているのかお伺いしたいと思い

ます。

○桑山行政経営課長 この公社等改革指針、指

導の根拠を法律などに求めるとすれば、民法と

か指導監督基準という国の定めた基準等ござい

ますが、この指針の考え方としては、まず公社

みずからが自主的な改革に取り組むべき、そし

て県が必要な指導、助言等を行うということ

で、一体となって取り組もうと考えておりま

す。したがいまして、議会のほうから統廃合等

に関して意見等いただきましたら、それを真剣

に受けとめて検討した上で、しっかり対応して

いく必要があるというふうに思っております。

○山下委員 改革というのはお互いに痛みを分

かち合わないとできないわけですが、ずっとこ

の特別委員会の中で話が出ていたのが、畜産公

社の改革ということがいろんな例で出されてき

たんですけど、過去、私もこれには深くかか

わっていた経緯があるものですから見守ってき

たんですが、これだけ改革を進めてくる中で、

畜産公社に対しては、各市町村、農業団体かな

りな出資をしてきたんです。これは40年の歴史

があったわけですから、特に県内の畜産振興の

ために大きな役割を果たしてきた。しかし、先

ほども説明がありましたように、牛を預ける人

が少なくなったから経営不振に陥ってきた。累

損がどんどんふえてきたんです。これを何とか

しなくちゃいけないということで、ここ５～６
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年慎重審議をしてきていたんですが、今回、こ

ういう改革の目標が設定されて、その中で大き

な県の指導力のもとにこれだけ改革が進んだん

だろうと思うんです。これを進める中で把握し

ておられる点をお伺いしたんですけど、一つの

例をとって言われた内容で畜産公社なんです。

これは農業団体、そして市町村がかなりな債権

放棄をして、新たな再建に向かって経営はして

いくわけですが、そういう改革を進める中で、

一つは犠牲的なものがあるんです。新たな出発

をした場合にもう返ってこないわけですから。

これを進めようとする場合に、そういう痛みを

分かち合う、例えば市町村とか団体とか絡みが

ありますから、ほかの改革を進める中で、５法

人ということがあるわけでしょう。

○丸山委員長 個別案件は今回、控えてもらう

と助かるんですけれども。全体的な話であれ

ば、今言われたように、県の指導によって統廃

合とかかなり厳しい改革になったときに、市町

村なりと連携をうまくやっていくのかという質

問であればお答えに困らないかと思います。

○桑山行政経営課長 おっしゃるように畜産公

社についてはいろいろ課題が出てきております

ので、今後とも担当部局とともに改革に向けて

の努力をしていきたいと思いますが、個別に

は、畜産公社の改革工程表の中で、一たん生産

の方向が打ち出された。その後、県と都城市と

経済連の３者で今後のあり方を検討している状

況でありますので、そういう状況を見守ってい

きたいというふうに思っております。

○鳥飼委員 要望しておきたいと思います。余

り総務部の方とこういう場でお会いする機会が

ないものですから。

今回の公社等の指針については、外郭団体に

ついての事業額なり人件費なりいろんなものを

削減していこうということだろうと思います。

実はせんだって、ある福祉事務所に行きました

ら、病休の方とかおられまして、その後を臨時

職員の方がケースワーカーをやっていると。あ

る市でもそのようなことが常態になっていると

いうようなことで、これまででしたら、職場に

ある程度の弾力性がありましたから、他で職員

がカバーをしていくことが可能だったんですけ

れども、今、そういう状況にないということ

で、臨時職員の人が生活保護の個別の相談に

乗っているということです。厚労省は好ましく

ないと言っているらしいんですけど、公的扶助

を無視した法違反ではないか、そんな状況に

なってきているのがありました。ですから、こ

の公社等の改革についてもそういうことが起き

ないように配慮をお願いしたい。ということは

両方で、例えば県職員の1,000名減少というのが

ありましたけれども、急速な減少でかなり職場

が回らなくなってきている。結局、アブハチ取

らずといいますか、県民福祉の向上という行政

目的を達し得ない状況が出てきている。今回の

公社等改革指針でもそういうことが起きないよ

うに、十分念頭に置いて対応していただきたい

と思います。これは要望でお願いします。

○丸山委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 ないようですので、以上で執行

部の概要説明を終わらせていただきます。

総務部の皆さんは退席していただいて結構で

ございます。御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時23分休憩

午前11時25分再開

○丸山委員長 委員会を再開します。
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それでは、委員協議に入りまして、まず、協

議事項（１）の「出資法人への関与事項を定め

る条例（仮称）」についてであります。前回の

委員会では、「条例の対象とする法人の範囲」

などを協議していただきましたが、一たん各会

派に持ち帰って検討した後、改めて協議するこ

とになりました。

先日、事前に、各委員のほうには各会派で検

討していただく際の「検討のポイント」をお配

りしたところでありますが、改めて資料１とし

てお手元に配付しております。この資料は、各

法人への出資の状況や、各法人の所管となる常

任委員会について記載したものでありますが、

先ほど総務部から追加の説明がありました38番

の中小企業団体中央会を追加・変更しておりま

すので、御確認をお願いいたします。

また、資料の事前配付の際に御説明した点を

改めて申し添えますが、29番母子寡婦福祉連合

会、39番養鶏協会については、小規模団体であ

り、経営評価が難しいことから除外しているほ

か、41番ソフトウェアセンター、42番ミヤチク

についても、商法法人であり、県の関与の程度

が低いことから除外しておりますので、御了解

いただきます。

それでは、資料１の１ページから２ページに

沿った形で、各会派の検討結果を踏まえて御意

見を賜りたいと思います。

まず、私のほうから、自民党としての結論を

先に述べさせていただこうと思います。

検討事項１に関しては、②の４分の１以上を

出資する法人にすべきだということでありま

す。

検討事項２に関しては、その他の法人、出資

以外の法人も加えるべきということでありま

す。

そうなりますと検討事項３に移るわけであり

ますけれども、どういう法人を対象とすべきか

ということになりますと、自民党会派から出た

意見としては、特定法人に絞るべきであって、

特に社会福祉事業団は、今は社会福祉事業団の

名義になっておりますけれども、以前は県の土

地であり建物であるので非常に関与も高いとい

うことで、社会福祉事業団だけは除かないとい

うことでありました。

２ページの知事からどのような形で報告を受

けるのかということでありますが、これに関し

ては、②の知事等の評価も加えて報告すべきだ

ということになっております。なお、これに関

しては、私も説明したのでありますが、これま

で６月議会で報告をしていただいたわけであり

ますけれども、この評価を踏まえますと、この

時期が、６月以降の議会、恐らく決算委員会が

開かれる議会のときになるのではないかと考え

ております。

運営に関することであります。議会において

どのように報告を聴取するのかということであ

りますが、各常任委員会で一法人ずつ報告を受

けることにしたいということでありました。改

革指針の45のうちに、社会福祉事業団を踏まえ

ますと26団体になるんですが、45引く26の19団

体も、その他の報告事項ということで、一つ一

つの法人の説明が終わった後に、せっかく公社

等改革指針をつくっていただいた団体は、すべ

て報告をしていただくスタイルがいいのではな

いかという意見がありましたので、報告させて

いただきます。

次に、社民党さんからお願いしたいんですけ

れども、よろしいでしょうか。

○鳥飼委員 条例のあり方については、原則、

簡素のほうがいい。法とか政令に準じたもの、
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他の条例を含めていくのが妥当ではないか。そ

れに満たないものについては、「県が特に必要

と認めたもの」ということで、県に一定程度の

フリーハンドを認めていっていいのではないか

というのが基本的な考えです。

４分の１でもいいんではないかと思うんです

が、まだ自治法改正になっていないですよね、

答申があったという段階で。ここはちょっと迷

うところですけれども、改正されるということ

が確実であればという前提つきで、４分の１と

いうことになれば４分の１でもいいのではない

か。

検討事項２は、先ほど申し上げたとおりで、

条例の中に「県が特に必要と認めたもの」とい

う項目をつくってカバーをしていけばいいので

はないか。対象にはするけど、そこで拾ってい

くということです。特定をしないということで

す。上げない。①ということにはなるんですけ

れども、表現については十分検討をお願いした

い。

検討事項３は、これも同様なことでしょう

か。①で 結構だと思います。

検討事項４は、県の評価が終わった後のもの

を受けるということですから、②です。

それから、５は所管常任委員会でということ

で、①です。

○丸山委員長 続きまして、公明党さん、お願

いいたします。

○河野哲也委員 検討事項１は、②です。

検討事項２は、①。

次は意味がよくわからなかった。検討事項３

へ行けということだったので、検討事項４は検

討していません。

検討事項３は、①ということです。

運用に関することは、①ということです。

○丸山委員長 民主党、井上委員、お願いしま

す。

○井上委員 検討事項１は、②です。

検討事項２については、①です。

検討事項３は、①です。

検討事項４は、②です。

検討事項５は、①です。

○丸山委員長 県民の会さん。

○徳重委員 検討事項１については、②で了解

をいただきました。

検討事項２は、①です。

検討事項３は、特定の社会福祉法人は対象と

すべきということで、①です。

検討事項４については、②です。

運用に関する事項は常任委員会でやっていた

だきたいということで、①です。

○丸山委員長 愛みやざきさん、武井副委員

長。

○武井委員 すべて一緒なんですが、１番が

②、２番が①、３番が①、４番が②、検討の５

が①です。

○河野哲也委員 検討の２で、①条例の対象と

するのは検討事項３へ行けという意味で、条例

の対象としないのは検討事項４へ行けという意

味じゃないんですか。知事等からどのような形

で報告を求めるかというのは、運用の部分で、

県議会においてどのように報告を聴取するかと

いうことになると、検討事項４は条例の対象と

しないということで、知事から報告を受けると

いう意味です。

○丸山委員長 これは紛らわしい表現でした。

済みません。ミスであります。

それでは、今の取りまとめをさせていただこ

うと思います。多少意見もあったんですが、検

討事項１は、②の４分の１以上ということでい
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いと思っております。

検討事項２は、①のそれ以外も対象とすると

いうことでありました。

検討事項３は、表現のあり方を考えてほしい

という意見もありましたが、特定法人も対象と

すべきではないかという意見も多かったという

ふうに認識させていただきました。

知事等からどのような形で報告を受けるのか

というのは、すべて②ということで、全会一致

です。

運用に関することについては、検討事項５で

ありますけれども、①で全会一致という形でよ

ろしいかと思います。

検討事項３の特定の法人をどう表現するのか

というのは、また意見を賜わりたいと思いま

す。

○鳥飼委員 ２の表現ですよ。条例改正はその

たびにせんでいいようにしてほしい。

○丸山委員長 今の意見は、出資比率が変わっ

たり、県からの財政支出が変わるたびに条例を

変えるという書きぶりじゃ困るということでま

とめてよろしいでしょうか。

それでは、御意見をいただきましたので、今

のような形で法人の範囲については決定してよ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、２ページの検討事項４に関しても、②

の知事等の評価も加えて報告を受けるというこ

とにさせていただこうと思います。

運用に関しても、先ほど決定したとおりにさ

せていただこうと思います。

以上で、資料１の検討のポイントに関する協

議は終わりますが、今後はその他の部分につい

ても検討を進めていく必要があります。そのた

めの資料として、ここで書記より資料２を配付

させますので、しばらく時間をいただきたいと

思います。

〔書記が資料を配付〕

資料２は、条例の全体について、条文の案、

趣旨、検討事項等をまとめたものであります。

今後は、これに基づいて条文の一つ一つを確

認していく必要があります。ただいまお配りし

たばかりでありますので、この場で意見を伺う

のではなく、一たん持ち帰っていただいて、改

めて協議したほうがより議論が深まると思って

おりますが、その前に、持ち帰るのか、もしく

は１回説明を聞いてから持ち帰る、持ち帰らな

いを決めたほうがいいのか、いろんな意見をこ

こでまず賜りたいと思います。

なお、２月定例県議会には上程を考えており

ますので、２月18日が開会日でありますが、定

例会の開会日にもう一回特別委員会を開かない

と、この場では決めづらい点も残っているので

あれば、２月18日に特別委員会を午後からでも

開会するということも踏まえながら、今後の資

料２の取り扱いについて御意見を賜ればありが

たいと思います。

持ち帰るためにも説明をいただいたほうがい

いのか、説明せずにただ持ち帰りでいいのかを

お伺いします。

○星原委員 今、説明の最後のほうでありまし

た、説明を簡単に受けた後持ち帰って、また途

中でもう一回という形のほうがいいかなと思い

ます。

○鳥飼委員 中途提案という形をとってもいい

んじゃないですか。かなり議論をしてわかって

いるわけだから、急いで進めて開会までにとい

うことではなくても。
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○丸山委員長 今のを集約いたしますと、資料

２に関して書記のほうから簡単に説明をさせま

すので、それを聞いて、ここがポイントだとい

うのを理解して各会派に持ち帰っていただい

て、２月18日に改めて協議するということにさ

せていただこうと思います。

それでは、書記のほうから説明させますの

で、よろしくお願いします。

○福島副書記 では、簡潔に御説明いたしま

す。

四角で囲っておりますところが、条例の本文

と申しますか規定になるところでございまし

て、その下が若干検討していただくとか、その

趣旨を書いたものでございます。

１枚目につきましては題名と目的を書いてお

ります。いずれもこの条例の内容をわかりやす

くあらわす必要があるということで、御検討い

ただければというふうに思います。

めくっていただきまして、第２条が定義のと

ころですけれども、今、御決定いただきました

ように、４分の１以上の法人プラスアルファの

法人を対象にするということ。それから、この

条例を何度も改正する必要のないようにしたほ

うがいいという御意見もございましたけれど

も、一応法人につきましては条例の中では範囲

を決めまして、具体的な法人等につきましては

規則で名称を列記することも考えられるという

ことで、こういう案にしております。

それから、第３条県の責務につきましては、

出資法人等とのかかわりについての県の責務を

２項目ほど書いてございます。

めくっていただきまして、法人が行う経営評

価と、それを踏まえて知事等が評価を行った上

で議会のほうに報告をするという流れを規定い

たしております。

下のほうに書いてあります検討事項につきま

しては、運用のところに出てくることもござい

ますので、条例の本文とは関係ないということ

で、後日御検討いただければというふうに思っ

ております。

めくっていただきまして、第５条です。先ほ

ど委員会の中でも委員長のほうから御質問等が

ございましたが、議会のほうが報告を受けて、

法人のあり方等について議会のほうから意見を

言う内容になってございます。

それから第６条と、めくっていただきまして

第７条は、執行部サイドのほうで自主的に法人

等とのかかわりを随時見直してくださいという

内容となってございます。

それから、最後のページの第８条が委任とい

うことで、条例では大まかなことを決めまし

て、細目的なことは規則に委任することが常で

ございますけれども、そのための委任規定を置

いてございます。

それから、最後が附則でございまして、この

条例は22年の４月１日から施行する。第２条の

経過措置といたしまして、22年度分の法人が行

う事業から経営評価を行ってもらうということ

にしております。したがいまして、実際、県議

会等に報告がございますのは23年度からという

ことになろうかと思います。

以上でございます。

○丸山委員長 御意見、御質問等はございませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは次に、協議事項（２）

の委員会報告書骨子（案）についてでありま

す。

それでは、資料３を書記に配付させます。

〔書記が資料を配付〕
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資料３を見ていただきたいと思います。正副

委員長で協議して作成しました「委員会報告書

骨子（案）」でございます。Ⅱの調査活動の内

容については、当委員会の調査事項やこれまで

の委員会活動を踏まえて、１公社等出資団体等

の改革について、右のページでありますが、２

行財政改革の推進について、３予算編成のあり

方についてと大別し、またそれぞれを括弧数字

にありますような項目に分けて記述しておりま

す。

それでは、その詳細につきましては書記のほ

うから説明させますので、松下書記、よろしく

お願いします。

○松下書記 それでは、御説明いたします。

まず、１の公社等出資団体等の改革について

でありますが、こちらが当委員会ではメーンに

なっている項目であります。大きく（１）から

（４）と４つに分かれておりまして、まず

（１）は、公社等を取り巻く現状ということ

で、昨今の公社等を取り巻く環境の変化等を記

述するものです。（２）は公社等の現状及び課

題に関する調査ということで、当委員会でどう

いう調査をして、どういう課題を見つけたのか

について記述します。（３）が県当局の行った

公社等改革指針の見直し、（４）が、今御議論

いただいております条例についてと、大きく４

つに分かれております。

まず、（１）の公社等を取り巻く現状です

が、①公社等の果たしてきた役割では、公社等

がこれまで非常に重要な役割を果たしてきたと

いうことを記述します。②本県における公社等

の現状では、公社等改革指針に基づいてこれま

で一定の改革が行われてきたことを記述しま

す。③では、国が所管する法人における今の問

題、天下り等の問題が取りざたされているこ

と。これらを踏まえて、④では、県と公社等に

どういったさらなる改革が求められているの

か、県民の福祉の向上のためにどういう改革が

求められているのかについて記述します。公社

等へ厳しい目が向けられる中、一層の透明性の

確保や、厳しい財政状況の中、効率的な県の関

与、また自立的な法人経営の実現、官から民へ

の流れの中で、法人が力を発揮できる県の関与

の検証、こういったものがさらなる改革として

今後必要であるという整理をするものです。

（２）当委員会の調査ですが、①県当局から

の現状等の聴取のところで、関係部局や各法人

を呼んで現状等を調査したこと。②法人からの

現状等の聴取のところで、県内調査で各法人を

訪問して調査を行ったことを記述するもので

す。③県退職者の公社等への再就職状況の調

査、これは国の実情とは異なる、すなわち、国

はいわゆる天下りをしまして、行った先でも退

職金を受け取っていたり、退職前と同程度の報

酬を受け取っていたり、非常に税金の無駄遣い

と批判されている問題がありますが、本県の場

合はそういった問題はないということがわかっ

たものの、県と法人が今後もさらなる公表の推

進をすべきであるということを記述するもので

す。④は、以上の調査を踏まえ、今後のさらな

る改革の推進に向けた課題を２つ掲げるもので

す。アは出資法人以外の法人の改革であり、こ

れまでの改革がおくれていましたので、今後、

県と法人が協調して改革を推進すべきだという

こと。イは県議会における監視機能の強化であ

り、今後、一層の県議会の監視機能強化が必要

だという２つの課題となっています。

次に、（３）では、公社等改革指針の見直し

ということで、①では、対象とする法人の範囲

の見直しが行われて、出資法人以外の法人にも
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今回対象が拡大されたこと。これによって先ほ

ど述べた課題アが解消されていること。とは言

いながらも、さらに対象法人を追加するように

当委員会から提言を行い、３つの法人が追加と

なったことを記述するものです。②は新しい公

社等改革指針の概要ということで、その他、

きょう説明のありました内容等について記述す

るものですが、出資法人は県が主導的になり、

また他の法人については両者が協調して改革の

推進に取り組んでいくようにというような内容

であります。

右のほうに行きまして、（４）条例に関する

ことですが、①条例の必要性としては、さらな

る改革を持続的かつ確実に推進するための制度

を構築する必要があるということ。もう一つ

が、県議会の監視機能の強化をする必要がある

ということ。これは先ほどの課題イの解消のた

めです。これを解消する方策として条例を制定

するのだという必要性を記述するものです。②

条例の概要については、条例の対象法人の範囲

の検討結果等を記述するもので、県が主導的な

立場で改革を実施する必要のある出資法人を基

本とし、４分の１以上の出資法人を基本とする

というようなことが決定したことを記述するも

のです。③では、条例の運用に関する事項とし

まして、先ほど決まりました、各常任委員会に

おいて一法人ごとに報告を受けるのが望ましい

といった内容を記述するものです。

以上で公社等改革の部分は終わりまして、２

行政改革の推進、３予算編成のあり方につきま

しては、県外調査や県内調査を通じて把握でき

た本県の行財政改革の現状と課題を踏まえて、

それぞれの項目ごとに、県当局への改革の推進

を要望する形で記述することとしております。

そして、Ⅲが結びということで、最後に総括

を行うというような骨子（案）となっておりま

す。

説明は以上です。

○丸山委員長 正副委員長の骨子（案）の説明

は以上でありますが、何か御意見等はございま

せんか。

○鳥飼委員 報告書はいつ出すんですか。

○松下書記 最終的なものは２月定例会の閉会

日ですが、今からお諮りいただくかと思います

が、正副委員長案の段階で皆様に御確認をいた

だくことになる場合は、２月定例会の初日あた

りには案を御確認いただくような形になるかと

思います。そこから修正等を加えまして印刷、

製本に入りまして、閉会日に配付となる予定で

す。

○丸山委員長 それでは、報告書の骨子は資料

３のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、この骨子（案）に基

づいて報告書の原案を正副委員長のほうで作成

いたしまして、その後、印刷等の関係上、事前

に書記を通じて委員の皆様に御了解をいただく

形で進めたいと考えておりますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 それでは、そのような形で進め

させていただきたいと存じますので、その際の

御対応はよろしくお願いいたします。

それでは、最後に何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○丸山委員長 なければ、次の委員会は、先ほ

ど言いましたとおり、条例の詳細についての各

会派からの御意見を聴取したいということも踏

まえておりますので、２月18日の開会日、行事

があるときには多少時間がずれると思いますけ
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れども、午後１時を目途としておりますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会しま

す。

午前11時55分閉会


